
NIIGATA VOICE CREW 友の会 規約

NIIGATA VOICE CREW

【名称】
第１条 会の名称は『NIIGATA VOICE CREW友の会』とする。

【目的】
第２条 朗読活動を通し、自身の朗読技術の向上に努め、また朗読の魅力を発信する

『NIIGATA VOICE CREW』の活動を支援、協力していくことを会の目的とす
る。また、会員相互の交流を通して、朗読や文学の理解、朗読文化の価値を高
めていく。

【特典】
第３条 友の会に入会された方の特典は以下の通りとする。

1．NIIGATA VOICE CREWの活動情報を紹介するご案内、メールマガジン等の
購読（不定期配信）
2，公演、イベント等のご優待、割引（一部の公演、イベントに限る）
3．朗読教室、朗読ワークショップなどの参加費の割引（割引キャンペーンなどを
行う場合に限る）

【有効期限】
第４条 友の会会員の有効期限は、申し込みから1年間とする。

【登録】
第５条 友の会会員への登録は以下の通りとする。

1．専用の申し込みサイト、または申込用紙から、必要事項を記入する。
2．登録情報の変更があった場合は速やかに変更の届出を行うこととする。
3．登録した個人情報については、第三者に提供することはなく、会の活動以外
の目的には使用ない。

【料金】
第６条 登録費、年会費などは無料とする。

【登録及び会員の権利の拒絶】
第７条 会則に違反した場合、またNIIGATA VOICE CREWの活動に関して、その活動

を阻害するような行動、発言等があった場合など、会員としてふさわしくないと
判断されるときは、会員の権利を拒絶、登録を停止する。

【特典の利用】
第８条 特典を受ける場合は、登録番号等の会員であることを証明できるものを提

示。また会員本人であることを証明するものを提示する場合がある。

【その他】
第９条 会則は変更する場合がある。変更があった場合はNIIGATA VOICE CREW

のホームページなどで告知することとする。

【附則】
第１０条 この会則は令和4年10月1日から施行する。


